
入札公告の修正について 
 
 

設計書の修正に伴い予定価格が変動したため、 
 

[9]予定価格（消費税及び地方消費税抜き）の金額を 
 

令和５年２月２１日（火）に修正いたしました。 
 
 

誤：８２，８４０，０００円 
 

正：８２，８６０，０００円 



入札公告

　次のとおり事後審査方式一般競争入札に付します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　契約者

　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋高速道路公社　理事長　新開　輝夫

[1] 工事名

[2] 工事場所

[3] 工事内容

契約締結日の翌日から

[6] 入札方式

[7] 予定価格の事前公表

[8] 契約方法

予定価格

(消費税及び地方消費税抜き)

[10]
調査基準価格及び

失格判断基準の設定有無

[11] 最低制限価格の設定有無

[12] 電子入札システム対象

[13] 電子入札システム選択工種

[14] 業種

[15] 等級区分

[16]
事業所の所在地

（本店、支店又は営業所）

[19] 特例監理技術者の配置可否

[21] その他 －

愛知県内

平成２４年度以降申込書提出日までに元請けとして引渡しが完了した、名古屋高速道路公社又は
他機関（国、特殊法人等（注1）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）又は公益民間企業
（注４）をいう。）が発注した同種工事の実績を有すること。
　
　同種工事：道路法（昭和27年法律第180号）で定める道路における交通規制を伴う
　　　　　　電気通信工事

（注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
　　　　法律施行令第１条に定めるものに加え以下のものをいう。
　　　　・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人
　　　　・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等
（注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定するものをいう。
（注３）「地方公社」とは、以下のものをいう。
　　　　・地方道路公社法に基づく「道路公社」
　　　　・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設置した「土地開発公社」
　　　　・地方住宅供給公社法に基づき設立した「住宅供給公社」
（注４） 「公益民間企業」とは、以下のものをいう。
　　　　・鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、
　　　　　電気通信会社

可

エーティプランニング（株）、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）

ア　建設業法第２６条で定める技術者に該当する者であること。
　　なお、建設業法に示す実務経験とは電気通信工事とする。
イ　平成２４年度以降申込書提出日までに元請けとして引渡しが完了した、[17]に掲げる
　　機関が発注した同種工事に従事した経験を有する者
ウ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者
エ　入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係（技術資料の提出日以前３ヶ月以上の雇用
　　関係をいう。）にあること。

次に掲げるすべての要件を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事の現場着手時までに専任で
配置できること。

（契約締結日の翌日から工事の始期までの期間は、主任技術者又は監理技術者を配置することを
要しない。）

無

対象

電気通信工事

電気通信工事業

－

総合評価落札方式（技術提案書の提出：無）

公表

総額契約

金８２,８６０,０００ 円

有

令和４年度道路交通情報設備撤去工事

高速都心環状線他７路線

別冊図面及び別冊仕様書のとおり

本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期及び終期を任意に設定することができる工事であ
る。
ただし、工事の始期を契約締結日の翌日から令和５年９月１日までのいずれかの日とすること。

－

全体工期

令和6年9月30日 （月）まで

令和5年2月10日

施工実績[17]

競
争
参
加
資
格

本工事に係る設計業務等の
受注者

[20]

[9]

入
札
に
付
す
る
事
項

分別解体等及び特定建設資材
廃棄物の再資源化等の

実施事務
[5]

技術者[18]

[4] 工期又は全体工期
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